
長期収載品の選定療養について 

 

診療報酬制度の改正により、後発医薬品（ジェネリック医薬品）があるお薬について、患者

さんが先発医薬品を希望された場合は特別な料金（自費）を頂くこととなりました。 

医師が先発医薬品の処方を必要と判断した場合や、病院から後発医薬品の提供が難しい場合

などは自費の対象となりません。 

特別な料金制度の詳細については別紙を参照下さい。厚生労働省のホームページ（以下ＱＲ

コード）でも情報を確認できます。ご不便をお掛けしますが、ご理解ご協力のほどよろしく

お願い致します。 
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